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 2025年度第7回放出に向けて2025年11月20日にサンプリングした測定・確認用設備B群の分析につ
いては、外部機関の分析も含めて、国の放出基準等を満足していることを確認しています。

 ALPS処理⽔のトリチウム総量は約2.0兆ﾍﾞｸﾚﾙ、海⽔で希釈した後のトリチウム濃度は約338ﾍﾞｸﾚﾙ/
㍑と想定しており、国の規制基準６万ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑、WHO飲料⽔基準１万ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑、政府方針で定め
られた1,500ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑に比べて十分に低い値となります。

 2023年度第4回放出以降は、当面の間、2段階放出を年1回⾏うこととしており、2025年度は第7回
放出時に2段階放出を実施します。
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 このたび、2月20日にALPS処理⽔希釈放出設備（共通設備）の点検が完了し、放出に向けた準備
が整ったことから、第7回放出に向けた採⽔・測定（第1段階）は3月4日に実施します。

 3月5日に第1段階の結果を確認のうえ、3月6日以降、測定・確認用タンクB群からの連続的な海洋放
出（第2段階）を開始する予定です（予定放出⽔量︓約7,800m3）。

 引き続き、ALPS処理⽔の安全な海洋放出を安定的に実施できるよう、緊張感を持って取り組んでまい
ります 。



2

 海洋放出開始当初（2023年度第1回〜第3回）は、海洋放出前に、ALPS処理⽔を
海⽔で希釈した⽔を放⽔⽴坑（上流⽔槽）内に一旦溜めて、採⽔・測定（第1段階）
し、計算値と測定値に有意な差がないこと、放出基準1,500ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑未満であることを確
認した後に、連続で海洋放出（第2段階）する、2段階放出を実施し、希釈混合が設計
通り⾏われていることを確認していました。

 また、海洋放出中は、海⽔配管ヘッダ下流部から毎日採⽔・測定しており、これまでの計17
回の放出を通じて計算値と測定値に有意な差はなく、ALPS処理⽔希釈放出設備が設計
通りに希釈混合性能を有していることを確認しています。

 これまでの2段階放出の実績や計17回の放出実績から、海⽔配管ヘッダでの希釈混合は
設計通りに⾏われていることを確認しており、2段階放出の目的は達成していますが、地域か
らいただいたご意⾒を踏まえ、当面の間、年1回、2段階放出を実施いたします。

 2025年度も昨年度同様、第7回放出時に2段階放出を実施し、ALPS処理⽔希釈放出
設備を動作させ、その性能に問題がないことを確認します。なお、上流⽔槽内のALPS処理
⽔を海⽔で希釈した⽔に含まれるトリチウム濃度についても測定を⾏い、計算値と測定値に
有意な差がないこと、700ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑※未満であることを確認した後、連続での海洋放出
（第2段階）を⾏います。

2段階放出の概要

※分析の不確かさや計器誤差等を考慮し、運用の上限値である1,500ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑を超えることがないように設定した値
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 ２段階放出は以下の⼿順で⾏います。

［参考］2段階放出の手順
2026年2月26日 廃炉･汚染⽔･処理⽔対策チーム会合 第147回事務局会議資料(一部抜粋)

第２段階 ・・・ 連続で海洋放出

第１段階 ・・・ 機器の総合的な性能確認（海洋放出はなし）
① 放⽔⽴坑（上流⽔槽）を空にする。
② ALPS処理⽔（測定・確認用タンク）のトリチウム濃度をシステムに⼊⼒
③ 海⽔移送ポンプ1台を起動
④ 海⽔移送ポンプ1台が定格流量に達した後、ALPS処理⽔移送ポンプを起動
⑤ トリチウム濃度に応じてALPS処理⽔を海⽔で希釈した⽔が700ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑ ※となるようにALPS処理⽔移送

流量を⾃動調整
⑥ 規定流量到達後、ALPS処理⽔移送ポンプ停⽌、海⽔移送ポンプ停⽌
⑦ ALPS処理⽔希釈放出設備を動作させ、その性能に問題がないことを確認する。なお、上流⽔槽内のALPS

処理⽔を海⽔で希釈した⽔に含まれるトリチウム濃度についても測定を⾏い、計算値と測定値に有意な差が
ないこと、700ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑未満であることを確認する。

※分析の不確かさや計器誤差等を考慮し、運用の上限値である1,500ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑を超えることがないように設定した値

⑧ 海⽔移送ポンプ2台を順次起動（上流⽔槽内の希釈⽔の放出開始）
⑨ 海⽔移送ポンプ2台が定格流量に達した後、ALPS処理⽔移送ポンプを起動（連続放出）
（海洋放出中の「希釈後トリチウム濃度」は、計算値および海⽔配管ヘッダ下流部から毎日採取した⽔の
分析値により管理）



4

［参考］２段階放出の運用方法
2026年2月26日 廃炉･汚染⽔･処理⽔対策チーム会合 第147回事務局会議資料(一部抜粋)

①:放⽔⽴坑（上流⽔槽）を空にする。
②〜⑥:ごく少量（約0.9m3）のALPS処理⽔を海⽔（約1,200m3）により希釈し、上流⽔槽に一旦貯留する。

⑦:ALPS処理⽔希釈放出設備を動作させ、その性能に問題がないことを確認する。なお、上流⽔槽内のALPS処理
⽔を海⽔で希釈した⽔に含まれるトリチウム濃度についても測定を⾏い、計算値と測定値に有意な差がないこと、
700ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑未満であることを確認する。（①〜⑦までが第１段階）

⑧,⑨:その後、第2段階として、連続で海洋放出する。


